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第　 6 0 　 号

　 　 　 熊本県公立学校情報機器整備基金条例の制定について

　 熊本県公立学校情報機器整備基金条例を次のよ う に制定する こ と と する 。

　 　 令和 6 年 2 月 9 日提出

熊本県知事　 蒲　 島　 郁　 夫　 　 　

　 　 　 熊本県公立学校情報機器整備基金条例

　 （ 設置）

第 1 条　 県又は市町村が行う 初等中等教育段階の公立学校における 情報機器の整備に係る

事業に要する 資金を積み立てる ため、 熊本県公立学校情報機器整備基金（ 以下「 基金」

と いう 。 ） を設置する 。

　 （ 積立て）

第 2 条　 基金と し て積み立てる 額は、 熊本県一般会計歳入歳出予算（ 以下「 予算」 と いう

　 で定める 。

　 （ 管理）

第 3 条　 基金に属する 現金は、 金融機関への預金その他最も 確実かつ有利な方法によ り 保

管し なければなら ない。

2 　 基金に属する 現金は、 必要に応じ 、 最も 確実かつ有利な有価証券に代える こ と ができ

る 。

　 （ 運用益金の処理）

第 4 条　 基金の運用から 生ずる 利益は、 予算に計上し て、 こ の基金に編入する も のと する 。

　 （ 繰替運用）

第 5 条　 知事は、 財政上必要がある と 認める と き は、 確実な繰戻し の方法、 期間及び利率

を定めて基金に属する 現金を歳計現金に繰り 替えて運用する こ と ができ る 。

　 （ 基金の処分）

第 6 条　 知事は、 第 1 条の事業に要する 経費の財源に充てる 場合に限り 、 予算の定める と

こ ろによ り 基金の全部又は一部を処分する こ と ができ る 。

　 （ 委任）

第 7 条　 こ の条例に定める も ののほか、 基金の管理に関し 必要な事項は、 知事が定める 。

　 　 　 附　 則

　 （ 施行期日）

1 　 こ の条例は、 公布の日から 施行する 。

　 （ 失効）

2 　 こ の条例は、 令和 1 1 年 3 月 3 1 日限り 、 その効力を失う 。 ただし 、 同日ま でに実施

さ れた第 1 条の事業に係る 精算については、 こ の条例の規定は、 同年 6 月 3 0 日（ 同日

。）
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前に当該精算が完了し た場合にあっては、 当該精算が完了し た日） ま での間は、 なおそ

の効力を有する 。

3 　 こ の条例の失効の際現に基金に残余財産がある と き は、 当該残余財産の額に相当する

金額を予算に計上し て、 国庫に納付する も のと する 。

　 （ 提案理由）

　 県又は市町村が行う 初等中等教育段階の公立学校における 情報機器の整備に係る 事業に

要する 資金を積み立てる ため、 基金を設置する 必要がある 。

　 こ れが、 こ の条例案を提出する 理由である 。


